
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
車床に締結したロアレールと、このロアレールにスライド自在に係合すると共にベースフ
レームを一体に有するアッパーレールとからなる左右一対のスライドレール、
前記ベースフレームの前端に、前方に反転可能に軸支され、後部にシートクッションロッ
ク用のフックを有すると共にロック方向に対して逆方向に付勢されるシートクッションフ
レーム、
該シートクッションが着座可能位置にある時に、クッションフレームのフックが係合する
車床側のストライカ
とを有する車両用折り畳みシートにおいて、
前記シートクッションが着座可能位置以外の前後位置にある場合に、シートクッションの
ロック方向への戻りを規制してシートクッションを着座不可能な前傾状に保持するインタ
ーロック機構を設けてなる車両用折り畳みシートにおける安全装置。
【請求項２】
前記インターロック機構は、
前記クッションフレームの軸支部における近傍に固着したストッパと、
前記ベースフレーム側に前後方向に回動自在に枢着したバネによって上部が後方に付勢さ
れ、且つ前記ストッパが突き当たるロックプレートと、
該ロックプレートの枢着部に対して下方に一端を連結するコネクトロッドによって前後に
回動するリンクプレートと、
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前記ロアレール側に設けて前記リンクプレートが突き当たるフットプレートとからなり、
前記ロックプレートは、シートクッションをスライドレールによって着座可能位置に移動
した際に前記フットプーレトにリンクプレートが突き当たり、コネクトロッドを介してス
トッパから離脱方向に回動する位置に配設してなる請求項１記載の車両用折り畳みシート
における安全装置。
【請求項３】
前記ストッパの軸支部を中心とする略反対側に、シートクッションが略垂直状に反転した
際に前記ロックプレートに接触してシートクッションの反転を一旦停止する停止用ストッ
パを設けてなる請求項１記載の車両用折り畳みシートにおける安全装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はフラット化車両用折り畳みシートにおける安全装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のこの種のシートには、車床に締結したロアレールにスライド自在且つロック機構に
よってロックされるアッパーレールとからなる左右一対のスライドレールと、該スライド
レールのアッパーレールに一体に固定したベースフレームと、該ベースフレームの前端に
、前方に反転可能に軸支され後部にアッパーレールに設けたストライカに係合するラッチ
を有するシートベルト付のシートクッションのクッションフレームと、前記ベースフレー
ムの後端に前倒可能に連結したシートバックのバックフレームとから構成したものが開示
されている（例えば、特開平１１ー２７８１１８号公報）。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
これはシートクッションをスライドレールのアッパーレールに設けたストライカに係合す
ることによりシートクッションをロックする構造である。従って、シートベルトから入力
される荷重をクッションフレーム等で負担するため、クッションフレーム、スライドレー
ルを前記荷重に対応できるように強固なものにしている。
そのため、シートの軽量化が図れない不具合があった。
【０００４】
そこで、本発明者は斯様な不具合を除去するために、シートベルトのアンカーとシートク
ッションのロック機構とを一体にシートクッションのクッションフレームに締結し、ロッ
ク機構のフックが係合するストライカを直接車床（車体）側に固設する技術を提案した。
【０００５】
この提案した技術によれば、クッションのロックの相手側となるストライカは車床側に固
定されている為、シートの前後位置が着座可能位置以外の位置でクッションを戻した時に
はクッションフレームのロックはかみ合わず、その状態で乗員が着座し、且つ衝突した場
合に乗員の保護が満足に出来ないと言う問題が生じる。
【０００６】
従って、本発明は斯様にシートクッションを車床側に固定されているストライカにロック
するものにおいて、着座可能位置（ストライカにロックする位置）においてのみシートク
ッションがロックされるようにすることを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
以上の目的を達成するための本第１請求項の発明は、前記シートクッションが着座可能位
置以外の前後位置にある場合に、シートクッションのロック方向への戻りを規制してシー
トクッションを着座可能な前傾状に保持するインターロック機構を設けてなるものである
。
【０００８】
従って、着座可能な前後位置以外の位置にシートクッションが位置している場合には、イ
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ンターロック機構によってシートクッションは平但状にならずに着座不可能な前傾状にな
り乗員は着座できず、その安全性を向上し得る。
【０００９】
また、前記インターロック機構を、前記クッションフレームの軸支部における近傍に固着
したストッパと、前記ベースフレーム側に前後方向に回動自在に枢着したバネによって上
方が後方に付勢され、且つ前記ストッパが突き当たるロックプレートと、該ロックプレー
トの枢着部に対して下方に一端を連結するコネクトロッドによって前後に回動するリンク
プレートと、前記ロアレール側に設けて前記リンクプレートが突き当たるフットプレート
とからなり、前記ロックプレートは、シートクッションをスライドレールによって着座可
能位置に移動した際に前記フットプレートにリンクプレートが突き当たり、コネクトロッ
ドを介してストッパから離脱方向に回動する位置に配設してなることにより、インターロ
ック機構の構造が簡単で、的確に作動し得る。
【００１０】
更に、前記ストッパの軸支部を中心とする略反対側に、シートクッションが略垂直状に反
転した際に前記ロックプレートに接触してシートクッションの反転を一旦停止する停止用
ストッパを設けてなることにより、シートクッションのロックを解除した際に、シートク
ッションが一度に水平状に反転することがないため、乗員の安全性を更に向上し得る。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の一形態を図面に基づいて説明する。
【００１２】
図１は本発明に係る折り畳みシートのフレームを分解した状態を示し、図中（１）はシー
トクッションのクッションフレーム、（２）はベースフレーム、（３）（３）はスライド
レール、（４）は車床（車体）（Ｆ）に固設したストライカ、（５）はインターロック機
構、（６）はクッションフレーム（１）の後部に設けて前記ストライカ（４）に係合して
シートクッションをロックするラッチを各々示す。
【００１３】
ベースフレーム（１）は底部左右に、スライドレール（３）のアッパーレール（３１）（
３１）が一体に固設され、上面における前側の左右には前部ブラケット（２１）（２１）
、後側の左右には、後部ブラケット（２２）（２２）が各々起立状に溶接されている。
【００１４】
以上の前部ブラケット（２１）（２１）に、クッションフレーム（１）の前端に設けた固
定プレート（１１）（１１）が回転自在に支軸（２３）（２３）によって枢支されている
。図中（１１Ａ）（２１Ａ）は支軸（２３）（２３）の挿通孔を示す。
【００１５】
なお、クッションフレーム（１）の固定プレート（１１）（１１）と前記前部ブラケット
（２１）（２１）には、クッションフレーム（１）を反転方向に付勢して、シートクッシ
ョンを跳ね上げるうず巻バネからなるリターンスプリング（不図示）が設けてある。
【００１６】
クッションフレーム（１）の後部中央に設けたラッチ（６）は、従来周知の構造のもので
あり、シートバックのバックフレーム（７）側に設けた操作レバー（７０）の操作によっ
てストライカ（４）から外れるように構成されている。
【００１７】
なお、バックフレーム（７）の左右下部に溶接した取付ブラケット（７２）（７２）は前
記ベースフレーム（２）の後部ブラケット（２２）（２２）に枢支ピン（２４）（２４）
によって前倒可能に連結される。図中（２２Ａ）（７２Ａ）は枢支ピン（２４）の挿通孔
を各々示す。
【００１８】
また、この取付ブラケット（７２）（７２）と後部ブラケット（２２）との間にはリクラ
イニングデバイス（不図示）が設けてあり、シートバックが所定の傾動角度に調節され、
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また、シートバックの頂部等に設けた操作部（不図示）を操作することにより、シートバ
ックが前倒れするように構成されている。
【００１９】
スライドレール（３）は従来周知の構造のもので、前記アッパーレール（３１）（３１）
がスライド自在に係合するロアレール（３０）（３０）は車床（Ｆ）に締結されている。
【００２０】
図示するストライカ（４）はアッパーレール（３１）を最前位置にスライドした際に、ク
ッションフレーム（１）に設けたラッチ（６）が係合する位置に締結されている。
【００２１】
インターロック機構（５）は、ロアレール（３０）、ベースフレーム（２）の前ブラケッ
ト（２１）、クッションフレーム（１）の固定プレート（１１）に渉って設けて、シート
の着座可能位置（図示するものは最前位置）以外においてシートクッションがベースフレ
ーム（２）上に全体が戻ることができないように規制している。
【００２２】
このインターロック機構（５）は、図２から図５に示すように、クッションフレーム（１
）の固定プレート（１１）に設けたストッパ（５１）、ベースフレーム（２）側に設けた
ロックプレート（５０）、このロックプレート（５０）の後方にコネクトロッド（５２）
によって連結するリンクプレート（５３）、ロアレール（３０）に設けてリンクプレート
（５３）が突き当たるフットプレート（５４）とから構成されている。
【００２３】
ストッパ（５５）はＬ字状に形成され、前記クッションフレーム（１）の軸支部である支
軸（２３）の近傍に固着されている。
このストッパ（５５）の支軸（２３）に対して略反対側にはストッパ（５５）と同形状の
停止用ストッパ（５１）が溶接されている。
【００２４】
ロックプレート（５０）は、前記ベースフレーム（２）の前部ブラケット（２１）に前後
方向に回動自在にピン（５０Ａ）で枢着してバネ（５７）によって上部を後方に付勢し、
前記ストッパ（５５）が上端面に突き当たるように取付けられている。
【００２５】
リンクプレート（５３）は、ロックプレート（５０）の枢着部たるピン（５０Ａ）に対し
て下方に一端を連結するコネクトロッド（５２）によって前後に回動するように上端部を
ピン（５３Ａ）によって前部ブラケット（２１）に枢着され、下端がロアレール（３０）
側に突出するように取付けられている。
【００２６】
フットプレート（５４）は、ロアレール（３０）の最前位置に一体に設けて前記リンクプ
レート（５３）がアッパーレール（３１）のスライドによって移動した際、即ち、アッパ
ーレール（３１）がシートクッションと共に最前位置に移動時に突き当たるように形成さ
れ、このフットプレート（５４）はボルト等によって車床（Ｆ）に締結されている。
【００２７】
以上のストッパ（５５）、ロックプレート（５０）、リンクプレート（５３）、フットプ
レート（５４）の位置関係は次のようになっている。
【００２８】
即ち、図２に示すようにシートクッションをスライドレール（３）によって着座可能位置
に移動した際に前記フットプレート（５４）にリンクプレート（５３）の下端が突き当た
り、コネクトロッド（５２）を介してロックプレート（５０）がストッパ（５５）から離
脱方向に回動するように配設されている。
【００２９】
従って、この最前位置（Ｌ１ ）において図６に示すように、シートクッション（ＳＣ）の
ラッチ（６）がストライカ（４）に係合して跳ね上げ状態のシートクッション（ＳＣ）が
元の使用状態に戻ってロックされ、シートクッション（ＳＣ）が着座可能状態となる。
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【００３０】
そして、図３に示すように、アッパーレール（３１）がシートクッション（ＳＣ）と共に
、最前位置（Ｌ１ ）に位置していない場合には、ロックプレート（５０）はバネ（５７）
の弾力により上部が前方に付勢され、バネ（５７）を係止する係止ピン（５６）に当接し
、クッションフレーム（１）をロック方向に一定の傾斜角度に戻した際に、ストッパ（５
１）がロックプレート（５０）の上縁に突き当たり、それ以上のロック方向にシートクッ
ションが戻ることがないように構成されている。
【００３１】
この状態を図７に示し、シートクッション（ＳＣ）は前傾状で、着座不可能な状態になる
ため、乗員はシートクッション（ＳＣ）に誤って着座することがないように形成されてい
る。
図中（Ｌ２ ）はシートクッション（ＳＣ）を前記最前位置（Ｌ１ ）に対して後方に移動し
た位置を示す。
【００３２】
この図３、図７の状態においては、当然シートクッション（ＳＣ）側に設けたフック（６
）が後方に移動しているため、車床（Ｆ）側のストライカ（４）にロックできない。
【００３３】
前記停止用ストッパ（５５）は、シートクッション（ＳＣ）のロックを解除してリターン
スプリングの弾力によってシートクッション（ＳＣ）を水平状に反転させてフラット化さ
せる際、図８に示すように、シートクッション（ＳＣ）が略起立状に回動すると、図５に
示すように、ロックプレート（５０）の上端縁に接触してシートクッションの反転動作を
一旦停止するように構成されている。
【００３４】
なお、このシートクッション（ＳＣ）を反転する際には、アッパーレール（３１）を最後
位置（Ｌ３ ）までスライドさせて、シートクッション（ＳＣ）が反転できるスペースを確
保する必要がある。
【００３５】
図９はシートクッション（ＳＣ）を反転させ、シートバック（ＳＢ）を前倒してシートを
フラット化して、シートクッション（ＳＣ）の底面、シートバック（ＳＢ）の背面を荷台
として利用できるようにしたものである。
【００３６】
このフラット化した後、まず、シートバック（ＳＢ）を元の起立状態に戻し、シートクッ
ション（ＳＣ）をリターンスプリングの弾力に抗して元の使用状態に戻す際、前述の如く
、アッパーレール（３１）を最前位置（Ｌ１ ）であるフック（６）がストライカ（４）に
係合する前後位置に移動した場合には図２、図６に示すようにシートクッション（ＳＣ）
が戻り、シートクッション（ＳＣ）がロックされて使用可能状態となる。
【００３７】
しかし、図３、図４に示すように、アッパーレール（３１）が最前位置（Ｌ１ ）より後方
位置（Ｌ２ ）にある場合には、インターロック機構（５）によってシートクッション（Ｓ
Ｃ）が使用状態に戻ることがなく、前傾状の使用不可能な状態になる。
【００３８】
【発明の効果】
本請求項１の発明によれば、シートクッションを車床側のストライカにロックするシート
において、シートクッションのストライカに対するロックを解除して再度ロックする際、
シートクッションがストライカにロックされる前後位置以外の位置においては、シートク
ッションがインターロック機構によって元の使用状態に戻らずに乗員の着座不可能な状態
になる。
【００３９】
そのため、乗員の着座可能な前後位置以外でのシートクッションの誤使用を防止でき、乗
員の安全性を向上し得る。
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【００４０】
本請求項２の発明によれば、インターロック機構の構造が簡単で的確に作動し得るものを
提供できる。
【００４１】
更に、本請求項３の発明によれば、シートクッションがばねの弾力で反転方向に付勢され
ているものにおいて、シートクッションの反転作動時に、シートクッションが一旦停止す
るため、反転速度が遅くなり、より安全性を向上し得る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明装置を備えた折り畳みシートの分解斜視図である。
【図２】シートクッションの着座可能状態の部分側面図である。
【図３】シートクッションの着座不可能状態の部分側面図である。
【図４】図３のＩＶーＩＶ線断面図である。
【図５】シートクッションの反転動作が一旦停止した状態の部分側面図である。
【図６】シートクッションの着座可能状態の説明図である。
【図７】シートクッションの着座不可能状態の説明図である。
【図８】シートクッションの反転時に一旦停止した状態の説明図である。
【図９】フラット化した状態の説明図である。
【符号の説明】
１　　　クッションフレーム
２　　　ベースフレーム
３　　　スライドレール
４　　　ストライカ
５　　　インターロック機構
６　　　フック
３０　　　スライドレールのロアレール
３１　　　スライドレールのアッパーレール
５０　　　インターロック機構を構成するロックプレート
５１　　　インターロック機構を構成するストッパ
５２　　　インターロック機構を構成するコネクトロッド
５３　　　インターロック機構を構成するリンクプレート
５４　　　インターロック機構を構成するフットプレート
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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